
 

  補 助 金 概 要 調 書 

補 助 金 名 米子市企業立地促進補助事業 

所 管 部 課 経済部商工課 （TEL ２３－５２１７（直通））              

補 助 対 象 者 市内において工場又は事業所の新設、増設又は移転を行う企業 

補 助 開 始 年 度  平成１０年度 

交 付 目 的 
市内において工場、事業所の新設、増設、移転を行う企業に対し、用地取得、固定資産税相当額、雇用について

一定の補助をすることにより、製造業等の企業の立地を促進し、産業構造の高度化及び雇用機会の拡大を図る。

補 助 金 額 と  

過 去 の補 助 実 績  

（   ）は一 般 財 源 額 

H １ ７ 年 度 実 績 H １ ８ 年 度 実 績 H １ ９ 年 度 実 績 H２０年度予算額 

１６，９２６千円

（１６，９２６）千円

２４，３５５千円

（２４，３５５）千円

２２，５４２千円 

（２２，５４２）千円 

１７，３４１千円

（１７，３４１）千円

補 助 事 業 の内 容  

製造業、自然科学研究所、ソフトウェア業、デザイン業、機械設計業、研究開発型事業の業種で、投下固定資産 2

億円以上（中小企業は 5 千万円以上。製造業以外は 2 千万円以上）、新規雇用者 10 人（中小企業は１人以上。

製造業以外は３人以上）の企業 

① 用地取得補助金・・・土地取得に要する費用に対する補助 

 （工業生産設備 7億円超かつ新規常用雇用者５０人超のもの） 

②工場立地促進補助金・・・投下固定資産に係る固定資産税相当額に対する補助 

③雇用促進補助金・・・新規常用雇用者に係る費用に対する補助 

  （雇用期間が１年を超える者が１０人以上（中小企業は３人以上）のもの） 

補助事業に係る経費  

補 助 事 業 の全 体 経 費 １７，３４１千円（平成２０年度） 

内 補 助 対 象 経 費 １７，３４１千円 

補助対象経費の内訳 

①工場、事業所の新設、増設又は移転に係る土地の取得に要した経費…０円 

②投下固定資産に係る固定資産税額…９，５４１千円 

③新規常用雇用者の雇用に係る費用…７，８００千円 

補助金額の算出方法 

補助率、補助額 

の考え方 

①用地取得補助金・・・土地取得に要する費用×３／10（３年間分割支払） 

②工場立地促進補助金・・・操業開始日の翌年度から３年度間の投下固定資産

に係る固定資産税相当額 

③雇用促進補助金・・・新規常用雇用者数×３０万円（年１０万円×３年） 

限 度 額 ①用地取得補助金・・・有   ３００，０００千円 

②工場立地促進補助金・・・無 

③雇用促進補助金・・・無 

補 助 金 の財 源 等  

市単独 一般財源 ■     特定財源 □（               ） 

国県等協調 
直接補助 □ 国  /  県  /   市  /   その他（       ） / 

間接補助 □ 国  /  県  /   市  /   その他（       ） / 

補助事業の効果及び 

効果の検証方法等 

効果…企業誘致の取組において、企業の進出意欲を増大させる材料になるとともに、地場産業の育成策として、

地元企業の設備投資や雇用増加を促進する際の大きな支援策となる。 

検証方法…当該補助金は事後申請の形式を取っており、工場等の立地、固定資産税の支払、新規常用雇用者

の雇用を確認の上、交付決定を行っている。 

終期の設定 

（例外を適用する場合にはそ

の理由等） 

近隣都市をはじめ、全国の主要都市は概ね企業誘致、企業立地に関する補助制度等の優遇措置を設けており、

本補助制度を中止すれば、本市への企業誘致や既存企業の設備拡張が困難となり､また、既存企業の他市町村

への移転を招く恐れもある。本市の産業振興のためには、新たな企業の立地や既存企業の設備拡張、雇用の拡

大が必須であり、これを実現するためには、本補助制度による立地企業への優遇施策を継続する必要があり、現

時点で終期を設定する状況ではない。 

そ の 他 参 考 事 項  

(過去の見直しの経過等) 

・雇用促進補助金を一括払いから 3 年分割払いに改正 

・新産業都市指定に伴う固定資産税の特例に関する条例の廃止に伴い、用地取得補助金の交付要件及び交付

申請時期を改正 

・用地取得補助金の補助対象経費から消費税額を除外し、3 年分割払いに改正。雇用促進補助金の補助対象か

ら補助申請時に既に退職した者は除外するよう改正 

 


